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平成２９年第１回鳴沢村議会臨時会会議録 

平成２９年５月１０日、鳴沢村議会定例会は鳴沢村役場に招集され

た。 

１、応招議員 

   １番 三 浦 直 樹     ２番 渡 辺 圭 一 

   ３番 小 林 清 一     ４番 小 林 昭 一 

   ５番 渡 邊 政 司     ６番 佐 藤 博 水 

   ７番 三 浦 利 雄     ８番 小 林 利 雄 

   ９番 渡 邊 明 雄    １０番 欠     員 

２、不応招議員 

 なし。 

３、出席議員 

 応招議員に同じ。 

４、欠席議員 

 なし。 

５、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席

した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 渡辺千秋 総務課長 渡辺一博 

 税務課長 渡辺英博 企画課長 渡辺安司 

 福祉保健課長 三浦寿得 住民課長 渡辺 積 

 振興課長 木暮富人 会計管理者 佐藤政中 

６、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長 小林昭博 

 議会事務局書記 渡辺和彦 

７、会議事件 

 選挙第１ 号鳴沢村議会議長選挙の件 

 選挙第２ 号鳴沢村議会副議長選挙の件 

 選任第１ 号鳴沢村議会常任委員会委員選任の件 
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 選任第２ 号鳴沢村議会運営委員会委員選任の件 

 選挙第３ 号鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員補

欠選挙の件 

 選挙第４ 号河口湖南中学校組合議会議員補欠選挙の件 

 選挙第５ 号富士五湖広域行政事務組合議会議員補欠選挙の件 

 選挙第６ 号青木が原ごみ処理組合議会議員補欠選挙の件 

 選挙第７ 号青木ヶ原衛生センター議会議員補欠選挙の件 

 選挙第８ 号山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員補欠選挙の 

       件 

 承認第１ 号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を定める専決処

分につき承認を求める件 

 承認第２ 号鳴沢村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を

定める専決処分につき承認を求める件 

 議案第２１号鳴沢村副村長の定数を定める条例を定める件 

 議案第２２号鳴沢村特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条

例を定める件 

 同意第３ 号鳴沢村監査委員の選任に同意を求める件 

８、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  会期の決定 

 追加日程第１        鳴沢村議会議長辞職の件 

 追加日程第２  選挙第１ 号鳴沢村議会議長選挙の件 

 追加日程第３        鳴沢村議会副議長辞職の件 

 追加日程第４  選挙第２ 号鳴沢村議会副議長選挙の件 

 追加日程第５  選任第１ 号鳴沢村議会常任委員会委員選任の 

               件 
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追加日程第６  選任第２ 号鳴沢村議会運営委員会委員選任 

の件 

 追加日程第７  選挙第３ 号鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保

護組合議会議員補欠選挙の件 

 追加日程第８  選挙第４ 号河口湖南中学校組合議会議員補欠

選挙の件 

 追加日程第９  選挙第５ 号富士五湖広域行政事務組合議会議

員補欠選挙の件 

 追加日程第１０ 選挙第６ 号青木が原ごみ処理組合議会議員補

欠選挙の件 

 追加日程第１１ 選挙第７ 号青木ヶ原衛生センター議会議員補

欠選挙の件 

 追加日程第１２ 選挙第８ 号山梨県後期高齢者医療広域連合議

会議員補欠選挙の件 

 日程第４  承認第１ 号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を

定める専決処分につき承認を求める件 

 日程第５  承認第２ 号鳴沢村国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を定める専決処分につき承

認を求める件 

 日程第６  議案第２１号鳴沢村副村長の定数を定める条例を定

める件 

 日程第７  議案第２２号鳴沢村特別職報酬等審議会条例の一部

を改正する条例を定める件 

 追加日程第１３ 同意第３ 号鳴沢村監査委員の選任に同意を求

める件 
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◎議長挨拶 

議長（渡邊明雄君） 平成２９年第１回臨時会に先立ち、ご挨拶を

申し上げます。 

  平成２７年の５月から今日に至るまで２年間、村長を初めこの

執行部の方々、また各議員の皆様には大変なご協力をいただき

まして、議会がスムーズに運営できたことを深く感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。 

  新議長様には、差し当たることは事のみ思え、後に戻れず先に

は進めず、この積極の心を贈る言葉とさせていただきます。ま

た、尊く、強く、清く、美しく、議会運営に当たっていただき

たいと思います。 

  また、私も信念を持って、気高く理想の形を描き、お互いに発

展、進化、向上するために今後も努力をしてまいる所存でござ

いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

開会 午後４時３１分 

議長（渡邊明雄君） それでは、ただいまから平成２９年第１回鳴

沢村議会臨時会を開会いたします。 

  出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

議長（渡邊明雄君） ここで、村長より本臨時会招集に際しての挨

拶を受けます。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） どうも本日は平成２９年第１回鳴沢村議会臨

時会をお願いしたところ、議員さん全員の参会のもとに開かれ

ることができ、敬意を表させていただきます。 

  さて、年度の変わりから全国的に雨が少なく、建物火災、林野
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火災が多く発生し、また、何人もの尊い人が犠牲になっており

ます。鳴沢村では、消防団の出動は２回でしたが、１回は誤報

になり、先月末の国道沿いの原野火災が１件と、これも日中で

あり、ぼや程度で鎮火することができました。 

  消防団の皆様には、日ごろからの早い行動をとっていただき、

感謝申し上げます。また、自発的に防火予防の広報活動も行っ

ていただきました。この雨で多少は安心できるかと思いますが、

今後とも災害のない、また少ない村であるよう、皆様方と一緒

に気をつけてまいりたいと思います。また、ご協力のほどもお

願いいたします。 

  さて、本臨時会は、慣例により議会の構成が変わるとともに、

あわせまして、承認２件、条例を定める件１件、条例改正１件

を予定しております。どうか慎重審議の上、可決くださいます

ようお願い申し上げまして、臨時会開催に当たっての挨拶とさ

せていただきます。 

  どうかよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（渡邊明雄君） これより日程に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（渡邊明雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、

小林昭一君、渡邊政司君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（渡邊明雄君） 日程第２、諸般の報告を行います。 
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  初めに、地方自治法第１２１条の規定により、村長及び教育長

に対し説明員の出席要求を行ったところ、お手元に配布したと

おり、説明員の報告がありましたのでご了承願います。 

  次に、５月９日に議会運営委員会が開催されておりますので、

その報告を求めます。議会運営委員長 小林利雄君。 

議会運営委員長（小林利雄君） ８番、小林利雄。 

  議会運営委員会開催の報告をさせていただきます。 

  ５月９日午前１１時より、議員控室において議会運営委員会を

開催いたしました。 

  委員５名全員と、議案説明のために総務課長、職務のために議

会事務局長及び書記の出席がありました。 

  決定された事項については、次の３項目です。 

  １、会期は本日１日とし、配布してある会期日程表のとおりと

すること。 

  ２、議案付託は配布してある議案付託表のとおりとすること。 

  ３、追加事件が発生した場合は、追加日程とし議題とすること。 

  以上であります。 

  以上で議会運営委員会開催の報告を終了します。 

議長（渡邊明雄君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 会期の決定 

議長（渡邊明雄君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本臨時会の会期は、本日の１日間といたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡邊明雄君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会

期は、本日１日間と決定しました。 
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  この際、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後４時３７分 

 

再開 午後４時３８分 

 

副議長（渡邊政司君） それでは、会議を再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

副議長（渡邊政司君） 議長、渡邊明雄君から、議長の辞職願が提

出されております。 

  お諮りいたします。 

  この際、議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として議

題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（渡邊政司君） 異議なしと認めます。よって、議長辞職の

件を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定

いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第１ 鳴沢村議会議長辞職の件 

副議長（渡邊政司君） 追加日程第１、鳴沢村議会議長辞職の件を

議題といたします。 

  地方自治法第１１７条の規定により、渡邊明雄君の退場を求め

ます。 

（９番 渡邊明雄君 退場） 

副議長（渡邊政司君） それでは、まず、その辞職願を職員に朗読

させます。 

議会事務局長（小林昭博君） 辞職願。 

  このたび一身上の都合により議長の職を辞職したいので、許可
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されるよう願い出ます。 

  平成２９年５月１０日。鳴沢村議会議長 渡邊明雄。 

副議長（渡邊政司君） それでは、お諮りいたします。 

  渡邊明雄君の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（渡邊政司君） 異議なしと認めます。よって、渡邊明雄君

の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

  渡邊明雄君、入室願います。 

（９番 渡邊明雄君 入室） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

副議長（渡邊政司君） ただいま議長が欠けました。 

  お諮りいたします。 

  この際、議長選挙の件を日程に追加し、追加日程第２として選

挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（渡邊政司君） 異議なしと認めます。よって、議長選挙の

件を日程に追加し、追加日程第２として選挙を行うことに決定

いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第２ 選挙第１号鳴沢村議会議長選挙の件 

副議長（渡邊政司君） 追加日程第２、選挙第１号鳴沢村議会議長

選挙の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規

定により、指名選挙にしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（渡邊政司君） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法
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は指名選挙で行うことに決定いたしました。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法については、副議長において指名することにいたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（渡邊政司君） 異議なしと認めます。 

  よって、副議長において指名することに決定しました。 

  鳴沢村議会議長に佐藤博水君を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました佐藤博水君を鳴沢村議会議長の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（渡邊政司君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指

名いたしました佐藤博水君が鳴沢村議会議長に当選されました。 

  ただいま議長に当選されました佐藤博水君が議場におられます

ので、本席から、会議規則第３０条第２項の規定による当選告

知をいたします。 

  佐藤博水君の議長就任の挨拶について、その発言を許可します。

佐藤博水君。 

新議長（佐藤博水君） 議長就任に当たり一言ご挨拶を申し上げま

す。 

  皆様方のご推挙をいただき、伝統ある鳴沢村議会議長として就

任いたすことになりました。この重責は大変なものでございま

して、少子高齢化を初めさまざまな問題が山積する中、開かれ

た議会、また小さな地域の住民の声を反映する議会、これらを

目指して誠意努力してまいる所存でございます。 

  皆様方におかれましては、今まで以上にご指導ご鞭撻をお願い

したいと思います。一生懸命頑張りたいと思いますので、よろ
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しくお願いします。 

  簡単でございますが、就任の挨拶とさせていただきます。 

副議長（渡邊政司君） 以上で私の職務は全て終了いたしました。

ご協力ありがとうございました。 

  佐藤博水議長、議長席に着席願います。 

  この際、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後４時４３分 

 

再開 午後４時４４分 

 

議長（佐藤博水君） 会議を再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） 議長選挙に伴い、会議規則第３条第３項の規

定により、議席の変更をいたします。 

  ９番、渡邊明雄君を６番に、佐藤博水を９番に変更します。 

  ここで、議席移動のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後４時４５分 

 

再開 午後４時４６分 

 

議長（佐藤博水君） 会議を再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） 副議長、渡邊政司君から、副議長の辞職願が

提出されております。 

  お諮りします。 

  この際、副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第３として
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議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、副議長の辞職

の件を日程に追加し、追加日程第３として議題とすることに決

定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第３ 鳴沢村議会副議長辞職の件 

議長（佐藤博水君） 追加日程第３、鳴沢村議会副議長辞職の件を

議題といたします。 

  地方自治法第１１７条の規定により、渡邊政司君の退場を求め

ます。 

（５番 渡邊政司君 退場） 

議長（佐藤博水君） まず、その辞職願を職員に朗読させます。 

議会事務局長（小林昭博君） 辞職願。 

  このたび一身上の都合により副議長の職を辞職したいので、許

可されるよう願い出ます。 

  平成２９年５月１０日。鳴沢村議会副議長 渡邊政司。 

議長（佐藤博水君） お諮りいたします。 

  渡邊政司君の副議長の辞職を許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、渡邊政司君の

副議長の辞職を許可することに決しました。 

  渡邊政司君、入室願います。 

（５番 渡邊政司君 入室） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） ただいま副議長が欠けました。 

  お諮りいたします。 
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  この際、副議長選挙の件を日程に追加し、追加日程第４として

選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、副議長選挙の

件を日程に追加し、追加日程第４として選挙を行うことに決定

しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第４ 選挙第２号鳴沢村議会副議長選挙の件 

議長（佐藤博水君） 追加日程第４、選挙第２号鳴沢村議会副議長

選挙の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規

定により、指名推選にしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は

指名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りします。 

  指名の方法については、議長において指名することにしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しました。 

  鳴沢村議会副議長に渡辺圭一君を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました渡辺圭一君を鳴沢村議会副議長の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名

いたしました渡辺圭一君が鳴沢村議会副議長に当選されました。 

  ただいま副議長に当選されました渡辺圭一君が議場におられま

すので、本席から、会議規則第３０条第２項による当選告知を

いたします。 

  副議長、渡辺圭一君の就任の挨拶について、その発言を許可い

たします。渡辺圭一君。 

新副議長（渡辺圭一君） ただいま推挙いただきました渡辺圭一で

す。未熟でございますが、皆さんの協力をいただきながら議会、

また村政においてもますます発展するよう努めてまいります。

よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） お諮りいたします。 

  この際、委員会条例第７条第３項の規定に基づき鳴沢村議会常

任委員会委員選任の件を日程に追加し、追加日程第５として議

題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、鳴沢村議会常

任委員会委員選任の件を日程に追加し、追加日程第５として議

題とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第５ 選任第１号鳴沢村議会常任委員会委員選任 

の件 

議長（佐藤博水君） 追加日程第５、選任第１号鳴沢村議会常任委

員会委員選任の件を議題といたします。 

  常任委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定に

より、議長において、それぞれ指名いたします。 

  総務教育厚生常任委員に、渡辺圭一君、小林昭一君、渡邊政司
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君、三浦利雄君、佐藤博水を、建設産業経済常任委員に、三浦

直樹君、渡辺圭一君、小林清一君、渡邊明雄君、小林利雄君を、

広報常任委員に、三浦直樹君、小林清一君、小林昭一君、渡邊

政司君、渡邊明雄君を、予算決算常任委員に、議員全員をそれ

ぞれ指名し、各常任委員に選任いたします。 

  なお、ただいま選任いたしました常任委員の任期の起算日は、

委員会条例第４条の規定により、５月１３日からとなるもので

ありますので、あらかじめ申し伝えます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） お諮りします。 

  この際、委員会条例第７条第３項の規定に基づき鳴沢村議会運

営委員会委員選任の件を日程に追加し、追加日程第６として議

題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、鳴沢村議会運

営委員会委員選任の件を日程に追加し、追加日程第６として議

題とすることに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第６ 選任第２号鳴沢村議会運営委員会委員選任 

の件 

議長（佐藤博水君） 追加日程第６、選任第２号鳴沢村議会運営委

員会委員選任の件を議題といたします。 

  議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規

定により、議長においてそれぞれ指名いたします。 

  鳴沢村議会運営委員に、三浦直樹君、小林清一君、小林昭一君、

渡邊政司君、三浦利雄君をそれぞれ指名し、議会運営委員に選

任いたします。 

  なお、ただいま選任いたしました議会運営委員の任期の起算日
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は、委員会条例第４条の規定により、５月１３日からとなるも

のでありますので、あらかじめ申し伝えます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） お諮りいたします。 

  この際、鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員、河

口湖南中学校組合議会議員、富士五湖広域行政事務組合議会議

員、青木が原ごみ処理組合議会議員、青木ヶ原衛生センター議

会議員、山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員の６件の一部

事務組合議会議員の補欠選挙を日程に追加し、追加日程第７か

ら追加日程第１２として選挙を行いたいと思います。これに異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、６件の一部事

務組合議会議員の補欠選挙を日程に追加し、追加日程第７から

追加日程第１２として議題とすることに決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第７  選挙第３号鳴沢・富士河口湖恩賜県有財 

                 産保護組合議会議員補欠選挙

の件 

◎追加日程第８  選挙第４号河口湖南中学校組合議会議員

補欠選挙の件 

◎追加日程第９  選挙第５号富士五湖広域行政事務組合議

会議員補欠選挙の件 

◎追加日程第１０ 選挙第６号青木が原ごみ処理組合議会議

員補欠選挙の件 

◎追加日程第１１ 選挙第７号青木ヶ原衛生センター議会議

員補欠選挙の件 

◎追加日程第１２ 選挙第８号山梨県後期高齢者医療広域連
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合議会議員補欠選挙の件 

議長（佐藤博水君） 追加日程第７、選挙第３号鳴沢・富士河口湖

恩賜県有財産保護組合議会議員補欠選挙の件から追加日程第１

２、選挙第８号山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員補欠選

挙の件までの６件の選挙を一括して議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規

定により、指名推選によりたいと思います。これに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は

指名推選で行うことに決しました。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法については、議長において指名することにいたした

いと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、議長が指名す

ることに決しました。 

  鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員に、小林昭一

君、渡邊政司君、渡邊明雄君を、河口湖南中学校組合議会議員

に、小林昭一君、渡邊政司君、渡邊明雄君を、富士五湖広域行

政事務組合議会議員に、小林清一君、三浦利雄君を、青木が原

ごみ処理組合議会議員に佐藤博水を、青木ヶ原衛生センター議

会議員に、渡辺圭一君、三浦利雄君を、山梨県後期高齢者医療

広域連合議会議員に三浦直樹君を、それぞれ指名いたしたいと

思います。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました諸君をそれぞれの一部事務組合議会
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議員補欠選挙の当選人と定めることに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名

した諸君がそれぞれの一部事務組合議員に当選されました。 

  ただいま各一部事務組合議会議員に当選された諸君が議場にお

られますので、本席から、会議規則第３０条第２項による当選

告知をいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） 間もなく午後５時となりますが、本日の会議

時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎日程第４ 承認第１号鳴沢村税条例の一部を改正する条例 

              を定める専決処分につき承認を求め 

              る件 

議長（佐藤博水君） 日程第４、承認第１号鳴沢村税条例の一部を

改正する条例を定める専決処分につき承認を求める件について

を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。税務課長。 

税務課長（渡辺英博君） 承認第１号鳴沢村税条例の一部を改正す

る条例を定める専決処分につき承認を求める件につきまして、

専決処分理由の説明を申し上げます。 

  この条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律

（平成２８年法律第８６号及び平成２９年法律第２号）が平成

２８年１１月２８日及び平成２９年３月３１日に公布され、同

年４月１日から施行されることに伴い、関連する村税条例の整

備を行う必要があり、地方自治法第１７９条第１項の、特に緊

急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから専決

処分を行ったものであります。 
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  主な改正点は、消費税率の１０％への引き上げ時期が平成２９

年４月１日から平成３１年１０月１日に延期されたことにより、

関連する条項を変更するものです。 

  第１に、法人村民税の法人税割の税率を現行の９．７％から６．

０％に平成２９年４月１日から引き下げる予定でしたが、施行

期日を消費税率の引き上げ時期と同じ平成３１年１０月１日に

変更するものです。 

  第２に、軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更であ

ります。平成２９年４月１日から当分の間、山梨県が賦課徴収

事務を行うものとしていました軽自動車税の環境性能割の導入

時期を平成３１年１０月１日に変更し、あわせて自動車取得税

が廃止されるものです。 

  ページをめくっていただき、新旧対照表をごらんください。 

  税条例の改正内容についてご説明させていただきますが、引用

規定の整理や字句を変更するものなどの条項につきましては、

割愛させていただきますので、ご理解をお願いします。 

  ３ページの第３３条をお願いします。 

  こちらは、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、

これまで申告不要制度、申告分離課税、総合課税から納税者が

任意に選択することができましたが、税制改正により所得税と

住民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明

確化されました。５ページの第３４条の９も第３３条の改正に

伴う所要の規定の整備です。 

  ６ページの第４８条をお願いします。 

  こちらは、法人村民税の延滞金の計算の基礎となる期間に係る

規定の整備で、減額更正後に増額更正が行われ場合には、その

間は延滞金を課さないこととするものです。１０ページの第５

０条についても同様の規定の整備です。 
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  １２ページの第６１条をお願いします。 

  こちらは、震災等により滅失等した償却資産にかわる償却資産

等に対する固定資産税の課税標準の特例についての規定で、地

方税法の新設及び改正に合わせて改正するものです。 

  １４ページの第６３条の３をお願いします。 

  こちらは、被災市街地復興推進地域に定められ場合には、震災

等発生後４年度分に限り、所有者の申し出により、従前の共有

土地に係る税額の案分方法と同様の扱いを受けるようにするた

めの規定の整備です。 

  ２０ページの附則第１０条の３をお願いします。 

  こちらは、耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固

定資産税の減額を受けようとする者が提出する申告書について

の規定です。 

  ２５ページの附則第１６条をお願いします。 

  こちらは、軽自動車税の燃費性能等のグリーン化特例の軽減課

税について、適用期限を平成２９年４月１日から平成３１年３

月３１日までの２年間延長するものです。 

  ２７ページの附則第１６条の２をお願いします。 

  こちらは、平成２８年に発覚した燃費試験不正問題を受けて、

自動車メーカーの不正に伴う軽自動車税の不足税額について、

不正を行った自動車メーカーに納税義務を課する規定です。 

  ３２ページの附則第２０条の３をお願いします。 

  こちらは、条約適用配当等に係る所得について、提出された申

告書に記載された事項、その他の事情を勘案して、村長が課税

方式を決定できることの規定です。 

  ３６ページをお願いします。 

  こちらは、平成２９年４月１日の消費税率の１０％への引き上

げ時に、法人税割の税率の引き下げや自動車取得税が廃止され、
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軽自動車税環境性能割を導入し、現行の軽自動車税を種別割に

名称変更する予定でしたが、消費税率の１０％への引き上げが

平成３１年１０月１日に変更されたことにより、影響する条項

について改正前に戻すものであります。 

  ５６ページをお願いします。 

  こちらは、消費税の１０％への引き上げが平成３１年１０月１

日に変更されたことにより、影響する条項について再度改正し、

７５ページ以降の附則で法人税割の税率の引き下げや軽自動車

税の環境性能割の施行日並びに種別割の課税開始年度等を規定

するものであります。 

  ８１ページ以降につきましては、条例の施行期日が将来の期日

になっていることから、今回の税条例の一部を改正する内容に

合わせるため、税条例の一部を改正する条例の一部を改正し、

条例全体の整合性をとったものです。 

  最後に、９４ページの附則の施行期日としまして、別段の定め

があるものを除き、この条例は平成２９年４月１日から施行す

るものであります。 

  以上で承認第１号の専決処分理由の説明を終了します。 

議長（佐藤博水君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 
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  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） なしと認めます。 

  これより承認第１号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。したがって、承認第１

号は原案のとおり承認されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎日程第５ 承認第２号鳴沢村国民健康保険税条例の一部を 

              改正する条例を定める専決処分につ

き承認を求める件 

議長（佐藤博水君） 日程第５、承認第２号鳴沢村国民健康保険税

条例の一部を改正する条例を定める専決処分につき承認を求め

る件についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（渡辺 積君） 承認第２号鳴沢村国民健康保険税条例の

一部を改正する条例を定める専決処分につき承認を求める件に

ついて、専決処分の理由及び主な改正点についてご説明申し上

げます。 

  国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成２９年２月

２２日に公布され、４月１日に施行されたことに伴い、国民健

康保険税の軽減判定所得について所要の改正を行う必要があり、

特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、平成２９年３月３１日

付で専決処分を行い、同日公布したものであります。 

  主な改正点をご説明申し上げます。 

  ページをめくっていただき１ページをごらんください。 
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  第２３条国民健康保険税の減額、第１項第２号中、「２６万５

千円」を「２７万円」に改めます。 

  これは、国民健康保険税のうち１世帯当たりに課される平等割

と被保険者１人当たりに課される均等割について、５割軽減措

置の対象となる軽減判定所得額を算出する過程の被保険者数に

乗ずる額を、経済動向を踏まえ低所得者に対する負担の軽減を

図るために引き上げを行うものです。 

  次ページをお開きください。 

  第３号中、「４８万円」を「４９万円」に改めます。 

  これは、５割軽減と同様に、２割軽減の対象となる軽減判定所

得額を算出する過程の被保険者数に乗ずる額を引き上げるもの

です。 

  以上について附則として、施行日を平成２９年４月１日とし、

平成２８年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例によるものとしたものです。 

  以上で承認第２号の専決処分の理由及び主な改正点について説

明を終わります。 

議長（佐藤博水君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 討論なしと認めます。 

  これより承認第２号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。したがって、承認第２

号は原案のとおり承認されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎日程第６ 議案第２１号鳴沢村副村長の定数を定める条例

を定める件 

   ◎日程第７ 議案第２２号鳴沢村特別職報酬等審議会条例の

一部を改正する条例を定める件 

議長（佐藤博水君） 日程第６、議案第２１号鳴沢村副村長の定数

を定める条例を定める件及び日程第７、議案第２２号鳴沢村特

別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を定める件の２件

を一括して議題といたします。 

  提案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺一博君） 議案第２１号鳴沢村副村長の定数を定め

る条例を定める件及び議案第２２号鳴沢村特別職報酬等審議会

条例の一部を改正する条例を定める件について、提案理由をご

説明申し上げます。 

  議案第２１号をごらんください。 

  本条例制定は、地方自治法第１６１条第２項の規定に基づき、

鳴沢村に１名の副村長の定数を定めるものであります。 

  なお、附則として、施行期日は公布の日からとし、あわせて鳴

沢村に副村長を置かない条例は廃止するものであります。 

  引き続き、議案第２２号をごらんください。 

  本条例改正は、鳴沢村副村長の定数を定める条例の制定に伴い、
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副村長の給与についても審議を行えるようにするため、鳴沢村

特別職報酬等審議会条例の一部を改正するものであります。 

  改正点は、本条例の所掌事項第２条中に副村長を加えるもので、

「議会の議員の議員報酬の額、村長の給料の額」を、「議員報

酬の額並びに村長、副村長」に改正するものであります。 

  なお、附則として、施行期日は公布の日から施行するものであ

ります。 

  以上で議案第２１号及び議案第２２号の提案理由の説明を終わ

ります。 

議長（佐藤博水君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第２１号及び議案第２２号を一括して採決いたし

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、議案第２１号

及び議案第２２号は原案のとおり決定しました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤博水君） お諮りいたします。 

  ただいま鳴沢村長、小林 優君から同意第３号鳴沢村監査委員

の選任に同意を求める件が提出されました。 

  この際、これを日程に追加し、追加日程第１３として議題にし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、同意第３号鳴

沢村監査委員の選任に同意を求める件を日程に追加し、追加日

程第１３として議題とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎追加日程第１３ 同意第３号鳴沢村監査委員の選任に同意

を求める件 

議長（佐藤博水君） 追加日程第１３、同意第３号鳴沢村監査委員

の選任に同意を求める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

鳴沢村長、小林 優君。 

村長（小林 優君） 同意第３号鳴沢村監査委員の選任に同意を求

める件について、提案理由をご説明申し上げます。 

  議会選出監査委員が欠員となっていることを受け、選任するも

のですが、鳴沢村２９９３番地、渡邊明雄氏を選任したいと思

います。 

  ご存じのように、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、

行政運営に関してすぐれた識見を持ち、適任と認められますの

で、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を

求めるものであります。 

  ご審議の上、ご同意いただけますようお願い申し上げます。 

議長（佐藤博水君） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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  ここで、地方自治法第１１７条の規定により、渡邊明雄君の退

場を求めます。 

（６番 渡邊明雄君 退場） 

議長（佐藤博水君） これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 討論なしと認めます。 

  これより同意第３号を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

（賛成者起立） 

議長（佐藤博水君） 起立全員です。よって、本案は原案のとおり

同意することに決定しました。 

  渡邊明雄君、入室願います。 

（６番 渡邊明雄君 入室） 

議長（佐藤博水君） 渡邊明雄君に報告いたします。 

  本案は原案のとおり同意されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 
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議長（佐藤博水君） 以上で本臨時会に付議された案件の審議はす

べて終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  会議規則第４１条の規定による整理を議長に委任されたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤博水君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会に付

議された事件について、その整理を議長に委任することに決定

しました。 

  これにて平成２９年第１回鳴沢村議会臨時会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後５時２２分 
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